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当法人ウェブサイト内の「企業会計ナビ」が発信し
ているナレッジのうち、アクセス数の多いトピックス
を取り上げ、紹介します。今回は「解説シリーズ『時
価の算定に関する会計基準』第2回：時価とは」を紹
介します。

1. 定義
「時価」とは、算定日において市場参加者間で秩序
ある取引が行われると想定した場合の、当該取引にお
ける資産の売却によって受け取る価格または負債の移
転のために支払う価格（いわゆる出口価格）をいいま
す（企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計
基準」（以下、時価算定会計基準）第5項）。

2. 時価の定義に用いられている用語
（1）市場参加者（時価算定会計基準第4項（1））
「市場参加者」とは、資産または負債に関する主要
な市場または最も有利な市場において、次の要件の全
てを満たす買手および売手をいいます。

（2）秩序ある取引（時価算定会計基準第4項（2））
「秩序ある取引」とは、資産または負債の取引に関

して通常かつ慣習的な市場における活動ができるよう
に、時価の算定日以前の一定期間において市場にさら
されていることを前提とした取引をいいます。例え
ば、強制された清算取引や投売りなど他から強制され
た取引は、秩序ある取引には該当しません。

（3） 主要な市場または最も有利な市場（時価算定会計
基準第4項（3）、（4）、企業会計基準適用指針第
31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
（以下、時価算定適用指針）第4項（3））
「主要な市場」とは、資産または負債についての取
引の数量および頻度が最も大きい市場をいいます。
「最も有利な市場」とは、取得または売却に要する付
随費用を考慮した上で、資産の売却による受取額を最
大化または負債の移転に対する支払額を最小化できる
市場をいいます（＜図1＞参照）。

3. 時価の考え方
時価算定会計基準は、定義する時価について次のと
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• 互いに独立しており、関連当事者でないこと
• 知識を有しており、全ての入手できる情報に基づき当
該資産または負債について十分に理解していること

• 当該資産または負債に関して、取引を行う能力があ
ること

• 当該資産または負債に関して、他から強制されるわ
けではなく、自発的に取引を行う意思があること

▶図1　市場参加者・秩序ある取引・市場の関係

✓ お互いに独立していて、関連当事者の関係にない
✓ 知識があり、入手可能な情報に基づき算定対象を十分理解している
✓ 取引を行う能力がある
✓ 他から強制されているわけでなく、自発的に取引を行う意思がある
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✓ 時価を算定する前の一定期間において市場にさらされていることが前提
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おり基本的な考え方を示しています（時価算定会計基
準第31項）。

資産または負債の時価を算定する単位は、それぞれ
の対象となる資産または負債に適用される会計処理ま
たは開示によりますが、金融商品については、通常、
個々の金融商品が時価の算定の対象となります。
ただし、次の要件の全てを満たす場合には、特定の
市場リスク（市場価格の変動に係るリスク）または特
定の取引相手先の信用リスク（取引相手先の契約不履
行に係るリスク）に関して金融資産および金融負債を
相殺した後の正味の資産または負債を基礎として、当
該金融資産および金融負債のグループを単位とした時
価を算定することができます。なお、この取扱いは特
定のグループについて毎期継続して適用し、重要な会
計方針において、その旨を注記する必要があります
（時価算定会計基準第6項、第7項、第32項）。

取引相手の金融機関、ブローカー、情報ベンダー等、
第三者から入手した相場価格が時価算定会計基準に
従って算定されたものであると判断した場合には、当
該価格を時価の算定に用いることができます。当該判
断にあたっては、例えば、次のような手続を実施する
ことが考えられます（時価算定適用指針第18項、第
43項）。

お問い合わせ先
EY新日本有限責任監査法人
E-mail：takeshi.ito@jp.ey.com

▶ 企業会計ナビURL
ey.com/ja_jp/corporate-accounting

• 時価の算定は、市場を基礎としたものであり、対象
となる企業に固有のものではない。

• 時価は、直接観察可能であるかどうかにかかわらず、
算定日における市場参加者間の秩序ある取引が行わ
れると想定した場合の出口価格（資産の売却によっ
て受け取る価格または負債の移転のために支払う価
格）であり、入口価格（交換取引において資産を取
得するために支払った価格または負債を引き受ける
ために受け取った価格）ではない。

• 同一の資産または負債の価格が観察できない場合に
用いる評価技法には、関連性のある観察可能なイン
プット（市場参加者が資産または負債の時価を算定
する際に用いる仮定（時価の算定に固有のリスクに
関する仮定を含む））を最大限利用し、観察できな
いインプットの利用を最小限にする。

• ただし、観察可能なインプット（レベル1のインプッ
トおよびレベル2のインプット）のみを使用するこ
とによっても時価を適切に算定することにはなら
ず、観察可能なインプットを調整する必要がある状
況があるため、インプットの観察可能性のみがイン
プットを選択する際に適用される唯一の判断基準で
はなく、観察可能なインプットのうち関連性のある
ものを最大限利用することとしている。

• 時価を算定するにあたっては、市場参加者が資産ま
たは負債の時価を算定する際の仮定を用いるが、資
産の保有や負債の決済または履行に関する企業の意
図は反映しない。

Ⅱ　時価の算定単位
• 当該第三者から入手した価格と企業が計算した推定
値とを比較し検討する。

• 他の第三者から会計基準に従って算定がなされてい
ると期待される価格を入手できる場合、当該他の第
三者から入手した価格と当該第三者から入手した価
格とを比較し検討する。

• 当該第三者が時価を算定する過程で、会計基準に
従った算定（インプットが算定日の市場の状況を表
しているか、観察可能なものが優先して利用されて
いるか、また、評価技法がそのインプットを十分に
利用できるものであるかなど）がなされているかを
確認する。

• 企業が保有しているかどうかにかかわらず、会計基
準に従って算定されている類似銘柄（同じアセット
クラスであり、かつ同格付銘柄など）の価格と比較
する。

• 過去に会計基準に従って算定されていると確認した
当該金融商品の価格の時系列推移の分析など商品の
性質に合わせた分析を行う。

• 企業の文書化したリスク管理戦略または投資戦略に
従って、特定の市場リスクまたは特定の取引相手先
の信用リスクに関する正味の資産または負債に基づ
き、当該金融資産および金融負債のグループを管理
していること

• 当該金融資産および金融負債のグループに関する情
報を企業の役員（取締役、会計参与、監査役、執行
役またはこれらに準ずる者）に提供していること

• 当該金融資産および金融負債を各決算日の貸借対照
表において時価評価していること

• 特定の市場リスクに関連してこの定めに従う場合に
は、当該金融資産および金融負債のグループの中で
企業がさらされている市場リスクがほぼ同一であ
り、かつ、当該金融資産および金融負債から生じる
特定の市場リスクにさらされている期間がほぼ同一
であること

• 特定の取引相手先の信用リスクに関連して本項の定
めに従う場合には、債務不履行の発生時において信
用リスクのポジションを軽減する既存の取決め（例
えば、取引相手先とのマスターネッティング契約や、
当事者の信用リスクに対する正味の資産または負債
に基づき担保を授受する契約）が法的に強制される
可能性についての市場参加者の予想を時価に反映す
ること

Ⅲ　第三者から入手した相場価格
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